
資料３ 

 

平成２８年度京都市産業廃棄物３Ｒ推進会議でいただいた御意見 

 

 

 京都市産業廃棄物３Ｒ推進会議（以下「会議」という。）は，平成２３年３月に策

定した第３次京都市産業廃棄物処理指導計画（以下「計画」という。）を推進するこ

とを目的として，平成２３年８月１０日から開催しています。 

 平成２８年度は，３回の会議を開催しており，その概要は，以下のとおりです。 

 

１ 会議の開催状況 

  第１回 平成２８年 ７月２２日（金） 

  第２回 平成２８年１２月２１日（水） 

  第３回 平成２９年 ３月３０日（木） 

 

２ いただいた御意見 

 ⑴ 各施策の取組状況について 

   計画には，産業廃棄物処理に係る具体的な施策として，排出事業者に対する施

策，処理業者に対する施策及び市民に対する施策の１６項目が掲げられており，

毎年度，第１回目の会議で各施策の取組状況について市から報告を行っており，

委員からは，次のような意見をいただきました。 

  ○ 廃棄物処理法については，廃棄物への該当性など，解釈を誤ると大きな問題

が発生する。行政指導を行うに当たっては，細心の注意が必要である。 

  ○ ＰＣＢの処理について，ＪＥＳＣＯ北九州市ＰＣＢ処理事業所は，かなり早

い段階で受入を停止するので，処理を急がなければならない。 

 

 ⑵ 水銀に係る施策について 

   第２回目の会議において，平成２９年１０月１日から施行される廃棄物処理法

施行規則の改正について報告を行ったところ，委員から，次のような意見をいた

だいた。 

  ○ 水銀使用製品産業廃棄物に指定されるものが３５種類に及ぶが，家庭から排

出されるものと事業者から排出されるものの違いなど，周知をしっかりしなけ

ればならない。 

 

 ⑶ ＰＣＢ廃棄物の適正な処理の推進について 

   第３回目の会議において，本市が平成２８年度中に取り組んだ，ＰＣＢ廃棄物

の適正な処理の推進に係る取組について報告を行ったところ，委員から，次のよ

うな意見をいただいた。 



  ○ 排出事業者側の課題としては，「ＰＣＢを処分する予算がない」，「保有して

いること自体を知らない」ということがあるので，周知に当たっては，「緊急」

とするなどインパクトのある内容にする必要がある。 

  ○ 蛍光灯の安定器などについては，建物の建築年により限定ができるのではな

いか。 

  ○ 既に廃棄物になっているものよりも，現在も使用されているものの方が問題

である。 

  ○ ＰＣＢ廃棄物が不法投棄されるなどの問題が起こるのではないか。 

  ○ ＪＥＳＣＯ北九州市ＰＣＢ処理事業所は，かなり早い段階で受入を停止する

ので，処理を急がなければならない。 

 

３ 平成２８年度委員等名簿 

 ⑴ 委員 

氏  名 役  職  等 

新井 吉久 京都府産業廃棄物３Ｒ支援センター センター長 

石田 葉月  同志社大学経済学部教授（資源・エネルギー経済） 

五十棲 雅人 京都府中小企業団体中央会 連携支援課長 

黒坂 則子  同志社大学法学部教授（環境法） 

郡嶌 孝 （委員長） 同志社大学経済学部教授（環境経済） 

佐藤 辰巳  京都工業会 業務推進役 

高岡 昌輝（副委員長） 京都大学大学院地球環境学堂教授（廃棄物処理） 

髙木 英二  京都府建設業協会 京都支部 常任理事 

髙橋 かつ子  公募委員（３R・低炭素社会検定 ３R部門合格者） 

檀野 恭介  京都環境保全公社 代表取締役社長 

中川 雅貴  京都商工会議所 産業振興部 まちづくり推進担当課長 

福岡 雅子  大阪工業大学工学部准教授（廃棄物管理） 

細木 京子  公募委員（３R・低炭素社会検定 ３R部門合格者） 

渡辺 義文  京都府産業廃棄物協会 専務理事 

                 （五十音順，敬称略。役職等は年度当初のもの） 

 ⑵ オブザーバー  

氏  名 役  職  等 

 尾形 順司  京都府環境部 循環型社会推進課長 

                      （敬称略。役職等は年度当初のもの） 

 


